
日本社会における「胎児をめぐる生命主義」の源流
-1960年代優生保護法論争をめぐって-

土 屋 敦

本稿では、生殖論争においてく胎児〉が常に言及されるべき「論争の掛け金」として1960年代日本社会
において浮上した経緯を跡付ける。〈胎児〉の生命体としての尊厳や人権を尊重することを主張する中絶禁止
派の日本社会における源流を歴史的に特定する作業を行うとともに、そうしたく胎児〉の尊厳・権利擁護運
動が、「障害児」の出生を予防する優生学と取り結んだ関係性を解きほぐすことに焦点が置かれる。また堵れ
は、日本社会における生殖をめく謬る生命倫理論争自体を可能にする台座自体の形成を追うことで、その特殊
性を炎り出す作業でもある。

ドイツ連邦共和国においてカトリック派と福音
派の間の論争を受けて1980年に編まれた共同
声明の中では、近い将来母親になる女性や現に
妊娠している女性等、
｢妊娠に直面したものの感情」(Dudenll991=

1”3:９）が議題の中心に据えられていた。一
方、福音派教会・ドイツ司教会議などが1989
年に出した声明では、この「妊娠に直面したも
のの感情」は論題の中心から退き、「神は生命
の味方である」という言明に取って代られるこ
とになる。「子どもと言えば胎児が問題」とな
り「まだ生まれてないもの」が生命としての地
位を獲得するという、「妊娠についての社会的
知覚の逆転」(Dudenl991=1993:11)が生じた
ことに言及してDudenは、「妊婦はどのように
して正常な胎児を扶養するための子宮環境にな
ってしまったのか」(Dudenl991=1993:14,傍点
引用者）という問いを発しつつ、その変化の中
に「女であることに対する新しい種類の脅迫」
(Dudenl991=1993:78)の所在を読み取りなが

１はじめに

本稿の目的は、〈胎児〉の生命体としての価
値付けの高まりがl960年代日本社会における
妊娠や生殖をめぐる議論の中で生じたことを、
優生保護法をめぐる論点の変遷を検討する中で
実証しまたその軌跡を跡付ける点にある。また
そうしたく胎児〉の生命体としての価値付けの
高まりの中で、〈胎児〉の生命体としての尊厳
や人権尊重を主張し、中絶禁止を唱える諸運動
が、胎児の段階で生命の「質」を選別する優生
学とが取り結んだ関係性の解明とその分析に本
稿は費やされる
BarbalaDudenはドイツ連邦共和国におい
て、福音派教会やドイツ司教会議が1980年と
1989年に出した「共同声明」を比較する中で、
このわずか９年間の間にく胎児〉が神によっ
て保護されるべき生命体としての価値を獲得し
たことを指摘している(Dudenl991=1993:11)。
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上記の問題意識を引き受けながら進められる
本稿の作業には、中絶の是非論の中で徐々にそ
の地位を獲得する、〈胎児〉の生命体としての
尊厳や人権を支持する言説の高まりに加えて、
そうした価値付けを背後で支え、補強し、その
説得性を充填するために動員される科学技術や
社会政策等の諸資源についても同時に分析の遡
上にのせる必要があるだろう。また同時にその
作業には、〈胎児〉の生命体としての価値を補
強し、「保護を必要としている存在」へと駆り
立てる優生学、すなわち「障害」の存在しな
い「健康な胎児」を育成し、胎児段階ないし生
殖細胞段階での生命の質的選別を意図する科学
技術ならびに社会政策についても同時に分析の
遡上にのせることを必要とする。〈胎児〉の生
命体としての尊厳や人権を根拠に中絶禁止を唱
える主張の高まりも、また胎児段階や生殖細胞
段階での生命の質的選別を促進し「障害のない
胎児」を出生することを意図する優生学も、胎
児を「保護を必要とする具体物」として措定し、
それに「生き延びる」という使命を付与すると
いう意味においてはコインの裏表である。〈胎
児〉の生命体としての尊厳や人権を支持する言
明が、胎児を如何に殺さずに「生き延びさせ
る」かという、生命に対する積極的な働きかけ
に腐心する一方で、「障害のない胎児」を選択
的に出生することを意図する優生学は、如何に
｢障害」のある胎児を初期段階で捕捉し「排除
する」か、という生命に対する消極的な働きか
けに専心する。いわば両者は互いが互いを補完
しながら存在しているのであり、この「胎児を
めぐる補完関係」もまた本稿で分析の遡上にの
せる対象である。またそうした「胎児をめく穆る
補完関係」を支え、補強している社会的諸要因
の分析と解読作業に本稿は当てられる。しかも
こうした一連の胎児への配慮と価値付けの増大

ら以下のように述べている。
ｌ

ｌ

Ｉ

この生命の偶像崇拝を、世界中で繰り広げら
れている妊娠中絶をめく．る戦いの結果として理
解するのは確かに間違いであろう。むしろ生命
偶像化への合意は、これまでほとんど気付かれ
なかった意味論的なずれから理解できる。それ
は「生き延びる」ことに新たな重要性が認めら
れるようになったことである。…いまや生命
感覚を規定しているのは、…生命に対する不
安、生命を持つことの不安、生命を計画し改良
しようとする試みと、その安全性に対する不安
である。…（胎児は）個人的社会的、そして地
球的危機を乗り越えて是が非でも「生き延び」
なければならない。普遍的規範である「生き延
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

びる」という使命は、「保護を必要としている
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

胎児」という誤解された具体物に暗黙のうちに
● ● ● ● ● ● ● ● ●

結び付けられている(Dudenl991=1993:169-70,
傍点引用者)。
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Dudenがここで提起しているのは、「妊娠中
絶をめく・る戦い」の産物としてのみく胎児〉の
生命体としての価値付けの高まりを説明するの
ではなく、「これまでほとんど気付かれなかっ
た意味論的なずれ」の解読に分析上の準拠点
を据えるという方向性であった。つまりそれ
は、胎児が「生き延びる」ことに対する新たな
重要性を付与されたこと自体を社会分析の対象
として措定するという方向性である。すなわ
ち、胎児が「生命を持つことの不安」や「生命
を計画し改良しようとする試み｣、そしてそれ
に対する「安全性に対する不安」の只中にあっ
て、「保護を必要とする具体物」として措定さ
れ、「生き延びる」という使命を帯びて立ち現
れる社会的契機自体を捕捉しまた分析の遡上に
のせるという作業である。

Ｉ
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は、たかだか３０年ないし４０年の歴史しか有
していないこともここでは確認しておく必要が
ある。
生殖や妊娠・出産をめぐる論点において、

<胎児〉の存在への言及が欠くべからざるも
のとして措定されたという事実は、生命体へ
の価値付けや生殖をめぐる争点において、そ
こに決定的な地殻変動が生じたことを意味す
る。Dudenも指摘するように、従来中絶の是非
論もしくは生殖論争において保護の対象として
措定されてきたのは胎児ならぬ「母体の健康」
(Dudenl991=1993)であり、また妊産婦死亡率
の高さや出生に伴う母親側のリスクを如何に軽
減するかという問題であった。ドイツ社会のみ
ならず日本社会においても、中絶の規制緩和な
いし規制強化をめく簿る議論は、時に人口学上の
政策論と接点を有しつつも妊娠・出産の際に伴
う「母親の健康保護」問題を中心に論じられて
きたということが出来る。こうした「妊娠に直
面した母親」からく胎児〉へと移動する「妊
娠についての社会的知覚の逆転」(Dudenl991=
1993:11)と、それに伴うく胎児〉への配慮や価
値付けの増大を本稿では「胎児をめく犠る生命主
義」(')と名付けておく。〈胎児〉の生命体とし
ての尊厳や人権を支持する言説は、1970年前
後からウーマン＝リブ運動（以下リブ運動）か
らの異議申し立てを受ける形で開始される中絶
論争の中では、プローチョイス派の対抗言説と
してのプロ＝ライフ派（胎児の生命擁護派）とし
ての呼称を獲得することになる。しかしながら、
日本社会においてく胎児〉の生命体としての尊
厳や人権を支持する言説の源流は、そうした一
連の中絶論争から時期的にはlO年前後さかの
ぼる1950年代末からl960年代初頭にかけて
の優生保護法改正を意図する運動体の中に求め
られるという「意味論的なずれ」がそこには存

在する。〈胎児〉の生命体としての尊厳や人権
を支持する言説を分析する際には、プローチョ
イス派の対概念としてのプロ＝ライフ派という
枠組みに限定してその言説を捉えるというより
も、〈胎児〉の生命体としての価値付けを'補強
する形で動員される科学技術や社会政策等との
関係性において、それらの主張が説得性を持っ
て立ち表れる社会的契機を分析する方が社会分
析上は生産的であろう。
本稿では、以上の問題設定を引き受けるかた
ちで、1950年代末から1970年代初頭までの
時期において優生保護法に関してなされた論争
を分析する。優生保護法は、「優生上の見地か
ら不良な子孫の出生を防止するとともに、母
性の生命健康を保護する」（第一条）ことを目
的に1948年という世界で例を見ない早い時期
に、大幅な中絶を合法化するかたちで制定され
た。また優生保護法はその目的にも明記されて
いるように、遺伝性疾患を持つ人びとへの法規
定、つまり「本人又は配偶者の四親等以内の血
族関係にある者」が遺伝性疾患を持つ場合、疾
患を持つ本人又は配偶者に対する不妊手術なら
びに人工妊娠中絶の実施が医師に義務付けられ
ていた。
優生保護法成立時(1948年７月）ないし、そ
れに続く法改正(1949年・1952年）時に中絶規
定が緩和される動向に呼応するかたちで法文上
の優生規定が強化されていった点に関しては松
原洋子による詳細な分析が存在する（松原洋子
1997,1998)。本稿において重要なことは、優
生保護法成立当時、中絶合法化は「母性の生命
健康を保護」するためになされるべきであると
する議論が殆んどであったという点であり、ま
た「優生条項」が胎児ならぬ既に遺伝性疾患を
有している人々に対する中絶・不妊手術を医師
に義務付けていたという点である。つまり優生
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論理自体を再検討する作業を行う。保護法成立当時、中絶容認ないし禁止をめぐる
論争中においても、また優生をめぐる論争にお
いてもく胎児〉の存在は生殖論争上の争点を形
成することはほとんどなかった。一方以下で本
稿が跡付けていくように、優生保護法をめく・る
生殖論争の争点は本稿で扱う1950年代末から
1960年代初頭の時期にかけて、本稿で「胎児
をめぐる生命主義」と呼ぶ、〈胎児〉の生命体
としての解釈論争へとその重点をシフトさせて
いくことになる。
本稿２節では、日本社会における生殖・妊

娠・出産をめく樗る社会情勢や議論を相対化する
目的で欧米諸国におけるそれを概観する。また
３節では、本稿で提示した「胎児をめく謬る生命
主義」の源流と、それを根拠になされた「中絶
禁止運動」の社会的ポジションを確定する作業
を行う。また４節において、「胎児をめく翻る生
命主義」の興隆を1950年代から1960年代に
至る日本社会における出生率の推移と結びつ
けて論じた後に、５節で「胎児をめく犠る生命主
義」を補強し説得性を強化するために動員され
た「生命科学」の位置を確定する。またその上
で、６節において「胎児をめく穆る生命主義」が
l970年代以降の優生学批判の中で言及された

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ⅱ

２生殖をめぐる欧米諸国の動向一「胎
児条項の導入」と「中絶の規制緩和」

日本社会において、「胎児をめぐる生命主義」
の源流とその特殊性とを明確化する作業の一貫
として、分析編に移る前にまず1960年代から
1970年代初頭にかけて西欧先進諸国で相次い
で合法化した中絶法と胎児条項の関係性を整理
しておこう。
胎児条項とは、羊水検査・絨毛検査・母体血
清マーカー検査等の生殖技術を用いつつ、出生
児に胎児の段階において「障害」の兆候が確認
された場合に、妊娠期間の早期・後期に関わり
なく胎児を中絶することを合法化する規定であ
る。胎児条項の存在は、イギリスにおける二分
脊椎症児出生の激減やアメリカにおけるダウン
症児出生率の半減等、障害児の出生をあらかじ
め予防するために有用な手段として現在も極め
て「有効」に機能している。
上記の表ｌから明らかなように、胎児条項
はオランダや日本を除く多くの欧米諸国におい
て、1960年代末から1970年代初頭にかけて

表１中絶合法化と「胎児条項」の導入

(玉井真理子1999)
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’

アメリカ イギリス フランス ドイツ オランダ 日本
法制 1973ロウ判決 1967「中絶法」

１９９０「受精・胚
研究法」

1975「中絶法」
1994「生命倫理
法」

刑法(1995年改
正）

1995中絶法／集
団スクリーニン
グ法

1948「優生保護
法」
1996「母体保護
法」

｢胎児条項」の有
無

有り 有り 有り 無し 無し 無し

｢胎児異常」の際
の中絶可能期間

期間による制限
無し

期間による限定
無し

期間による限定
無し

期間による限定
無し

｢胎児が母体外で
は生存できない
期間」（24週）

｢胎児が母体外で
は生存できない
期間」（２２週）

｢欠損胎児」の中
絶条件

｢子供の重篤な精
神的・身体的障
害」

｢子どもの治療不
可能な重篤な疾
患」

｢母体の身体的・
精神的健康を著
し〈害するおそ
れ」

｢身体的又は経済
的理由により母
体の健康を著し
<害するおそれ」



なされた「中絶合法化」の動向の中で相次いで
法制化されていった（ドイツは1995年刑法改正
において廃止)。欧米諸国における「胎児条項」
肯定論は、中絶合法化の潮流を追い風とするか
たちで相次いで合法化されていったということ
が出来る。
一方、日本社会において「胎児条項」導入を

意図した「優生保護法改正案」の国会上梓の動
きは、1970年においてなされたのが最初であ
る（立岩真也1997,2000;森岡正博2001)。その
後「胎児条項」の優生保護法ないし母体保護法
への法制化は度々議論の遡上に乗せられ、数回
の国会上梓を経験しつつ今日に至っている。本
稿で扱う1950年代末から1970年代初頭まで
の優生保護法改正の動向は、「胎児条項」法制
化の動きがく胎児〉の生命体としての尊厳や人
権を主張する運動から提起された「中絶適用範
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

囲縮小」の動き（第l4条「経済条項」の削除の動
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

き）と呼応するかたちでなされたという点に最
大の特徴がある。欧米における「胎児条項」導
入の動きが、中絶自体を合法化する流れと呼応
する形で行われたのに対して、日本社会におけ
るそれは中絶適応範囲を縮小する議論、つまり
く胎児〉の生命体としての尊厳や人権を主張す
る運動内で作成された法改正案に引き付けられ
る形で展開されたという特殊事情がそこにはあ
る。（２）

1997,2000;森岡正博2001)｡l970年前後の時
期が、日本社会における生殖や優生学をめく翻る
価値転換の時期に該当していること、そして優
生保護法適用の当事者でもある「障害者」や
｢女性」からの異議申し立て運動の中で、その
後現在に至るまで受け継がれることになる生殖
論争の原型が形成されたという点においては、
l970年代優生保護論争に言及することには大
いに意味のあることだろう。しかし、本稿が分
析する「胎児をめぐる生命主義」の源流とその
系譜を解読する作業には、1970年代優生保護
論争から約lO年の年月を遡る必要がある。以
下の節では、1970年代初頭に国会に上梓され
た優生保護法改正案の作成過程を概観した後
に、その改正案の素地が練り上げられたl960
年代の情勢を中心に分析を行う。この1970年
初頭に国会に上梓された優生保護法改正案こそ、
<胎児〉の生命体としての尊厳や人権を主張し、
胎児を「生き延びさせる」ことを目的に「中絶
禁止」を唱えた運動体の主張を十全に組み込み
つつ練り上げられた法改正案としてあった。ま
たその改正案には、「障害」のある胎児を初期
段階で捕捉し「中絶する」という、優生学の欲
望を具現化する「胎児条項」の導入も同時に意
図されていた。l970年代初頭に具現化した優
生保護法改正案をそれから約10年遡った地点
から解読するという本稿の作業はこのく胎児〉
の生命体としての尊厳や人権尊重運動と優生学
との間の「胎児をめく・る補完関係」自体を解読
する作業であり、「胎児をめく・る生命主義」の
内実を読み解く作業である。
l970年４月lO日「優生保護法に関する意

見を聞く会｣が参議院自民党政策審議会におい
て開催され、日本医師会・日本母性保護医協会
等からの代表者参加の下、宗教団体生長の家を
中心とする「優生保護法改廃期成同盟」作成の

３〈胎児〉の尊厳・人権擁護運動と優生
保護法改正案

優生保護法論争は１９７０年以降展開されるリ
ブ運動や障害者運動等、優生保護法が適用され
る当事者から立ち上げられた異議申し立て運
動でもあった「優生保護法改悪阻止運動」の
変遷を中心に論じられることが多い（立岩真也
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｜ 委員会社会部1970:5-9)。宗教団体生長の家は、
l959年という最も早い時期に、〈胎児〉の生
命体としての尊厳や人権尊重を主張しつつ中絶
禁止を唱え始めた、優生保護法改正案の作成母
体組織である。生長の家を主体とする「優生保
護法改正運動」の焦点は、神の存在性を生命の

● ● ● ● ● ● ● ●

起源に読み取った上で、生命の「人格開始期」
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

を「受胎の瞬間」にまでさかのぼって読み取り
つつ、中絶禁止を志向する点にあった。
一般に「胎児の人格開始時期」をめく．る議論
には、表２に見られるように生命体の発育段
階に従って「受胎の瞬間説」「胎動説」「母体外
出生可能説」「胎児の非人間説」の大凡４説が
存在する。1948年に制定された優生保護法に
おいては「母体外生育可能説」を採用しており、
1970年当時中絶しうる期間は、当時の医学的
水準において母体外で胎児が生存可能になる妊
娠後２４週までの時期においてのみ認められて
いた。
〈胎児〉の生命体としての尊厳や人権を主張
しつつ運動を展開した生長の家の「優生保護法
改正運動」は、いわばく胎児〉の生命の所在を
この「母体外生育可能説」から「受胎瞬間説」
まで拡張することを意図した運動であったとい
うことが出来る。以下の引用は、生長の家が自
らの優生保護法改正運動に際し、中絶が犯罪で

優生保護法案が審議の場にかけられた。この審
議会は日本で最初に「胎児条項」導入が国会に
上梓された「優生保護法改正案」のたたき台が
作成された審議会であり、またそこにはく胎
児〉の生命体としての尊厳や人権尊重を主張し
中絶禁止を掲げる人々の意見が色濃く反映され
ていた。
生長の家作成の優生保護法改正案の中心は、

第１４条４項「経済条項」の削除を中心とする
｢中絶適用範囲の縮小」にあり、その法改正の

根拠として、
’

’
l.現在の優生保護法が人命軽視の観念を国民
全体に植え付けていること。

2．母体保護が必要であり妊産婦死亡率が高い
のも中絶が多いからであること。

3．出生率が低すぎる状況は、民族衰退の原因
にもなりかねない。

4．中絶は青少年非行化にもなりかねない。
5．現在の労働力不足は昭和２７年の優生保護
法改正が大きな原因になっている。

6．中絶は性道徳退廃の原因になっている。
7．日本は国際的に“堕胎天国”の辱めを受け
ている。

’

１

１

以上の７点が提示された（自民党政治審査

表２胎児の人格開始時期諸説
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理念 事例
受胎の瞬間説 ･胎児は受精の瞬間から人間であり、生命の尊厳が帰

せられるべき倫理的人格である。
胎動説 ･母体が胎動を感知した時に人間になる。 ･刑法（英:1803)

･模範刑法典（米:1959)
･ジョージア州法（米:1968)

母体外生育則能説 ･母体外育成可能以前の胎児は母体の一部に過ぎない
が、母体外育成可能性を境に胎児は人間になる。

･優生保護法（日:1948)

胎児の非人間説 ･胎児は出生とともに命が守られるべき人格となる。



あることの正統性について述べた箇所である。 命体としての尊厳や人格尊重を掲げる生長の家
の「優生保護法改正運動」は、国政選挙実施の
度に多数の支持議員を国会に送り込みつつ次第
に国政での勢力を拡大していった。支援議員の
数は、1969年12月の衆議院議員選挙におい
ては現職127名、新人候補l2名の計139名
に上っている。また生長の家が1960年９月の
第一回国会請願から1964年５月の第八回国会
請願までに集めた署名の数は、計約２００万名
分に上っており、またこの間多数の講演会を開
催し自らの主張の社会的認知と賛同者を募る活
動を定期的に行っている。また生長の家の活動
においては、ローマ法王といったカトリック教
会の権威や、マザーーテレサといった海外の慈
善事業者の権威を多分に動員しつつその運動を
展開しており、それらの権威は自らのく胎児〉
の生命をめぐる尊厳や人権尊重運動に対する正
統性を補強するのに大いに寄与した。またこの
生長の家の活動の発展には、日本国有鉄道やそ
の他「将来的な労働力不足」を危慎する私企業
のほか、「下がりすぎた出生率」や「将来的な
人口力衰退」を危倶する厚生省・文部省・労働
省等のなどの諸官庁の強力なバックアップが追
い風となった。
またこの生長の家の運動には、〈胎児〉にお

ける生命の所在を裏づけ、それを喚起する巧妙
な仕掛けが存在した。以下の表４は、生長の
家の講演会や集会において使用された「胎児の
日記」である。
日記は一貫して「胎児からの視点」で記さ

れており、そこに生命や人格の存在を読み取
り、意識の芽吹きを読み取る巧妙な仕掛けが施
されている。この「胎児の日記」は、受精の瞬
間から生命が意識を持つ存在として描かれてお
り、この日記は母親が胎児を「殺害」するとこ
ろで終わる。このく胎児〉の生命体としての尊

われわれは胎児の人工流産を神意に対する
叛逆行為であるとして、堕胎防止の線に沿う
やう優生保護法改正をする為に、既に十年間
に亙って努力を続けて来たのである。人工流
産が神意に対する叛逆行為であるといふのは、
ある人間の霊魂がある母親に受胎するのは、
神がその霊魂の発達進化のために最も適当な
時期を選んで、最も適当なる環境を選んで地
上に降下せしめられるのであるから、人間の
● ● ● ● ● ● ● ● 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

現実的事情によってその受胎時期をおくらせ
● ● ● ● ● ● ● ・ ・ ・ ・ ･ ･ ・ ・ ･ ・ ・ ・

たり、延期したりする妊娠調節をすることす
らも、それは胎中の殺人行為を含む堕胎より
も罪は軽いけれども、神意に対する叛逆であ
るとするのである。（生長の家1974:44,傍点
引用者）

上記の主張に見られるような、中絶を含む現
実社会でなされるあらゆる妊娠調節を「神意に
対する叛逆行為」であると位置づける主張は、
当時く胎児〉の生命体としての尊厳や人権を擁
護する主張の中でも極端なものであった。しか
しながら上記のイデオロギーを根幹に有する生
長の家の「優生保護法改正運動」自体は、その
後1970年代から80年代初頭にかけて計５回
に亘って国会に上梓される法改正案の作成と運
動の主体としての役割を担うことになる。
次に生長の家が主張したく胎児〉の尊厳や権

利を掲げる運動が運動体としての規模を拡大し、
自らの主張が国会に上梓されるまでに勢力拡大
を遂げることになる運動の軌跡を見ていこう。
以下の表３は、1959年から1970年までの生
長の家の優生保護法改正運動の軌跡をまとめた
ものである。
上記の表３にみられるように、〈胎児〉の生 ’
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表３生長の家による優生保護法改正運動の軌跡

1959年５月生長の家白鳩会中絶防止啓蒙運動として「生命尊重運動」を開始。
８月「人命尊重」のハガキ12万枚印刷。「聖使命」（｢生長の家機関誌｣）と共に厚生省・専門医・衆参

両院に働きかけ。
1960年９月９日第一次国会請願を40万人の署名をもって行う。
1961年３月人命尊重運動は白鳩会単独の運動から、生長の家全体の運動となる。

５月第二回国会請願（署名１２万余名)。
９月優生保護法・中絶防止のために「子供の命を守る会」結成。
１２月第三次国会請願（署名２３万3338名)。

1962年４月第四次国会請願（署名２５万3000名)。
７月第41回国会衆議院労働委員会に「人命尊重国会請願」付記。
８月１日カトリック教会等と提携四十余団体協賛のもとに「いのちを大切にする運動連合」結成。

1963年２月第五次国会請願（署名40万580名)。
４月第六次国会請願（署名２１万3200余名)。
６月第七次国会請願（署名ll万3200余名)。

1964年５月８日生長の家本部会館にて「優生保護法改正国民決起大会」開催。
５月第八次国会請願（署名20万名)。
８月政治結社「生長の家政治連合」結成。

1967年「優生保護法改廃期成同盟結成｣。
４月２６日生長の家総裁夫妻、新任のローマ法王庁バチカン大使一行を迎え歓迎レセプション開催。
５月生長の家青年会、３８万の署名と共に5000名余で国会デモ行進。
６月「優生保護法改廃期成同盟」結成。

1968年３月優生保護法改正促進大会開催（参加者:衆議院議員77名､参議院議員29名、婦人参加者9000名)。
大会の中でローマ法王からのメッセージが寄せられる。

1968年10月玉置和郎議員を中心に「優生保護議員懇談会」世話人会発足。法改正を政治日程にのぼらせる
ための折衝を政府・厚生省・医師会・自民党社会部会・衆参社会労働委員会等と着手。

1969年３月31日参議院自民党政策審議会社会部会において優生保護法改正問題について初めて正式に議題
にのぼる。

1969年６月末院内議員支援のため“ママ殺さないで”をスローガンに全国一斉署名展開。
11月日本医師会・総理府の両面で「人工妊娠中絶実態調査」実施。この調査結果を受けて各マスコ

ミが一斉に「中絶規制強化の是非」を問う記事を掲載。
1969年１２月末衆議院議員総選挙で「優生保護法改正国会請願」の紹介議員（現職127名，新人候補12名、

計139名）を推薦支援。優生保護法改正を公約に掲げるよう申請。
1970年３月２３日参議院予算委員会の総括質問の席で白井勇委員の質問に対し、佐藤栄作首相が「生命尊重

こそ政治の基本」と発言。
1970年４月２日参議院予算委員会一般質問で鹿島俊夫委員の質問に対し、内田厚相は「優生保護法は改正の

時期に来ている」と発言。
1972年６月第６８回国会へ「優生保護法改正案」提出。

１

’
’

’

’
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表４生長の家が運動に使用した「胎児の日記」

｢胎児の日記一お母さんは私を殺しました-」（抜粋）
（ポーランドの共産主義政権による中絶自由化政策に抗議してポーランドの首座大司教ヴイシンスキー枢軸卿
によって描かれたもの｡）
十月五日私のいのちがはじまりました。両親はまだこのことを知りません。私はまだ林檎の種ほど

小さいけれども、それでももう「私」なのです。そして私は女の子一金髪の青い目の一になるはずです。
十月二五日今日私の心臓はひとりで鼓動をはじめました。今から後、私の生命を通じておだやかに鼓

動をつづけるでしょう。
十一月二日私は毎日大きくなっています。私の手と足は格好がつきはじめました。
十一月二十日お医者さんは先頃からお母さんに、私がお腹の中にいることを告げています。お母さんは

幸福に違いありません。
十二月十三日私の目も漸く見えはじめました。私の周りは真っ暗です。けれどもお母さんがこの世に送
り出してくれたときには、回りには陽と花がいっぱいでしょう。
十二月二四日お母さんは私の心音を聴いているかしら。…私の心臓は規則正しくタツ、タツ、タツと鼓

動しています。
十二月二八日今日お母さんは私を殺してしまいました｡
（ここに記された日記はまさに殺人の記録である。しかし、これと同じことがわが国では優生保護法の隠れ蓑
の下で行われている。…）

(生長の家1967a)

厳や人権尊重を主張する生長の家の「優生保護
法改正運動」は、感覚し、呼吸し、そして既に
｢意識」や「人格」を有する「殺されざる対象
としての胎児」を人々の心に強烈に訴えかける

● ● ● ● ● ● ●

後押しをした。それは云わぱ、妊娠女性の胎内
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

に「生命と人格を兼ね備えた胎児」の所在が読
● ● ● ● ● ● ● ● ●

み取られていく過程であり、この動きはその後
1970年代初頭から「女性の自らの身体に対す
る自己決定権」の主張を掲げ開始されるリブと
の争点を形成していくこととなる。

の日本社会における出生率の動向を見ておこ
う。日本社会における合計特殊出生率は、敗戦
直後から急激な上昇を見せ（｢第一次ベビーブー
ム｣)1947年を頂点としてその後1950年代全
般の時期を通じて急劇な減少を示す。ピーク時
であった1947年に4.54あった合計特殊出生
率は、生長の家の活動が開始されるl959年に
は２．０４まで下降しており、その後1975年に
２点台を割り込むまで緩やかな横ばい状況で推
移する。
生長の家を中心とするく胎児〉の尊厳や人権
尊重を主張する運動の開始とその展開が、急
劇な出生力転換を経験し、合計特殊出生率が２
前後まで降下した1950年代末から1960年代
全般における日本社会においてなされたことに
注意を喚起しておく必要があるだろう。
<胎児〉の生命体としての尊厳や人格尊重を主
張する生長の家の運動が1960年代にはかばか

４〈胎児〉の生命体としての尊厳・人権
と「下がりすぎた出生率」

ここで生長の家を筆頭とする、〈胎児〉の生
命体としての尊厳や人権尊重を主張する運動体
が勢力を拡大し、その社会的影響力を増大さ
せる1950年代末から1970年代初頭にかけて
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表 ５出生数の推移 ( 1 9 0 0 - 2 0 0 0 ) 表６合計特殊出生率の推移 ( 1 9 4 7 - 2 0 0 0 )
(出典：人口問題研究所「人口統計資料集｣、厚生省「人口動態統計｣）

昭和三十年において求人に対する求職は
3.6倍であったのが昭和３４年には２倍とな
り最近(1967年１月）においてはほぼ同数に
なった。…この労働不足の問題と産児制限政
策の関連」が（白書の中には）どこにも注意
されていない（生長の家1967c)。

しい発展を遂げ、国政での発言権を急速に拡大
していった背景には、彼等の主張が「人口力の
衰退」や「将来的な労働力不足」を危倶する政
府内の政策担当者のイデオロギーとこの時期合
致したという事情がそこにはある。「下がりす
ぎた出生率」を危倶する政策担当者にとっては、
生長の家は格好の票田であると同時に、自らの
政策を具現化するためのイデオロギーの供給源
でもあったのである。
以下の引用は、生長の家の運動の中でl960

年代半ばから後半にかけてなされた「下がりす
ぎた出生率」や「将来的な労働力不足」を危倶
する言明である。

’

’
生長の家のイデオロギーの中には、「子供の

生み方がすぐなくなる」に従い「人口構成が急
速に老齢化」することへの危倶感と、それに伴
い「日本民族の老化現象」が進行することへの
不安感が常に存在していた。またそこには「下
がりすぎた出生率」によって引き起こされる
｢将来的な労働力不足」を危倶する言明が分か
ちがたく付着していた。〈胎児〉の生命体とし
ての尊厳や人権尊重を根拠に中絶禁止を運動方
針に掲げる生長の家の主張は、出生率の改善や
人口力の強化、そして民族主義的な主張とも接
点を見出しながら、日本社会が「下がりすぎた
出生率」を危倶し始める1960年代という時期
において、社会における自らのポジションを確

口
’
｜
Ｉ

子供の生み方が少なくなると人口構成が急
速に老齢化してしまうものであるが…こうな
れば、民族の活力は衰え子を生む力も減退し、
人口は等比数的な縮小再生産の悪循環を繰り
返すのみで、…すでに日本民族の老化現象は
目に見えて社会問題を惹起し始めている（生
長の家1967b)。

h
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立していったということが出来る。
また生長の家のブレーンであり当時南山大学

教授の職にあった井上紫電は、1970年４月自
民党政策審議会社会部会の席上で、優生保護法
改正と中絶規定引き締めの必要性を人口学上日
本社会が抱えている構造的問題を説きつつ以下
のように語っている。

余の時間をかけて練り上げられたこの答申には
｢将来の人口の先細りを避けるためには、出生
力の回復が望ましい」（人口問題審議会1969:||と
の表現が盛り込まれた。この答申は戦後日本に
おいて国策により出生力の回復が目指されるべ
きであるとする項目がはじめて盛り込まれた答
申であったがゆえに、各方面から総力戦体制下
で敷かれた「産め殖やせよ政策」の再来である
との大きな反発を受けたG)。優生保護法改正の
根拠を説く井上紫電の言明は、この時期以降
徐々になされるようになる、後に「少子高齢化
問題」と呼称されることになる一連の言明に半
ば連なる形でなされたものである。また出生力
の回復をく胎児〉の尊厳というオブラートに包
みながら主張したことによって、国策としての
出生力の回復を意図する政策担当者にとっては
使い勝手のよい主張として受容された。またそ
の点にこそ、〈胎児〉の生命体としての尊厳や
人権尊重を唱え中絶禁止を主張する生長の家の
運動が、まさに1960年代全般の日本社会にお
いて国政にこれ程までに迅速に受容された素地
があったと言える。

日本人の出生はここ数年、十年以上にもわ
たりまして世界最低を続けておりました結
果、その数字は現在十六歳から三十歳までの
十五年間に生まれた青壮年層の総出生数は
三千三百万人でございます。ところが優生保
護法が昭和二十七年に改正されて、中絶が
野放しになりましてから生まれた子供の総
数、すなわち現在一歳から十五歳までの幼少
年年代層、これらの人たちが生まれた総数は
二千五百万人にすぎないわけです。…これは
どういうことを物語るかと申しますと、今後
十五年後には十六歳から三十歳までの働き盛
りの年齢層が現在よりも八百万人減るという
こと、労働人口が少ないと困っている現在よ
りもなお二割五分も労働年令層が減るという
ことであります（自民党政治審査委員会社会部
会1970)。

５「胎児をめぐる生命主義」と生命科学
一意識を有する胎児

優生保護法改正の必要性を人口政策上の観点
から主張する井上紫電の発言においては、その
後「少子高齢化問題」と呼ばれる人口構造上の
転換に伴う一連の議論のプロトタイプを見出す
ことが出来る。
なお、政府の人口政策に対する強い影響力

を持つ人口問題審議会において「出生力の改
善」が政策課題として明確に主張されだすのは、
1969年８月５日に出された「わが国人口再生
産の動向についての意見」が最初である。３年

以上生長の家を中心とするく胎児〉の生命体
としての尊厳や人権尊重を掲げる「優生保護法
改正運動」の源流とその展開を分析してきた。
次にく胎児〉の尊厳や人権尊重の主張等、-一連
のく胎児〉への価値付けの増大を志向する諸
運動ないしは緒言説が1970年代以降急速な発
展を遂げる生命科学と取り結んだ接点について
論じておく。〈胎児〉の生命体としての尊厳や
人権尊重を掲げる諸運動は、1970年代半ば以
降染色体やDNA等の解明に準拠した遺伝子工
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いった医学的報告が随所になされている。また
そこでは「妊娠中の母親の心、胎児の心、その
相互作用」を研究するための心理学として「出
生前心理学(prenatalpsychology)」の必要性が説
かれ始めており、それが「｢胎教」の学問的な
基盤となる」ことが提唱されている(Vemywith
Kellyl981)。
1960年代後半から70年代にかけての日本

社会は、サリドマイド事件側の「反省」に端を
発する「胎児医学」の発達の中で、〈胎児〉が
障害児の出生をあらかじめ予防する目的を持っ
て医学上の重要な主題として急速に焦点化さ
れる時期に該当している（土屋敦2004)。また、
l966年５月に兵庫県から開始される「不幸な
子どもの生まれない運動」においては、「人の
一生は受胎期に始まる」ことを提唱しながら、
｢胎児医学」における知見を十全に活用しつつ

障害児をあらかじめ予防するための「胎児期か
らの福祉行政」が優生学の必要性を喚起する主
張と共鳴するかたちで全国各地の地方自治体に
おいて施行され始める。〈胎児〉の生命体とし
ての尊厳や人権を主張する生長の家の活動は、
ここに優生学を孕みつつ当時急速な進歩を遂げ
た「胎児医学」との接点を見出すことになるの
である。
またプロ＝ライフ派の掲げる「胎児の人格・

権利擁護」運動の中に孕まれる、〈胎児〉やそ
れが形成される以前の生殖細胞等を擁護すべき
とする主張は、その後特にアメリカ等のプロ
＝ライフ派の展開の中で1990年代以降「受精
卵」や４分割ないし８分割時に細胞を取り出し、
臓器等の組織培養を行う技術としての「ES細
胞（万能細胞)」や「中絶胎児の組織」等の使用
を禁止するための論理として「生命倫理学」の
中にかたちを代えて登場することになる。この
点における詳細な系譜に関しては別稿を編む必

学から生命概念を輸入するかたちで、また当
時先端科学であった胎芽学や遺伝学からく胎
児〉の「人格性」に関する根拠を輸入するかた
ちで、自らの主張を強化していった。井上紫電
は1980年時点において、「現在科学が明らか
にしたように、胎児は母体とは別個独立の人間
の生命体であり、したがってまた倫理的にも人
間（人格）である」（井上紫電1982)ことを強調
しながら、「法的にもそれぞれの法律の趣旨に
照らして、胎児の利益の保護に必要な限度で
法的人格（権利能力）を認めるべき」（井上紫電
l982)ことを主張している。また井上は、同年
翻訳されたトマス・バーニーの医学啓蒙書『胎
児は見ている：最新医学が証した神秘の胎内生
活』を随所に引用しつつ以下のように述べてい
る。

｜
’
’

こうした研究成果（注:胎芽学や遺伝子工学）
のおかげもあって、私は根本的に新しい胎児
像を描くことが出来るようになった。それは
従来の小児科学の文献に書かれているような、
受身で精神を持たないとされた胎児とは、ま

● ● ● ● ● ●

ったく異なったものである。胎児は、見、聞
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ｇ ● ● ● ● ● ● ●

き、感じ、さらには母親の思考や感情をも読
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

み取ることが出来……積極的に精神的な活動
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

を行っている一個の人間なのである（井上紫
電1982,傍点引用者)。

’
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１ また同書では、胎児は「生まれ出る十カ月目
までには、生まれてから生きていくのに必要な
人間の活動、たとえば、心臓を鼓動させ、羊水
を出し入れする呼吸活動(肺までは吸い込まない）
をしたり、羊水を飲み込んだり、口や手足を動
かすなどの人間活動のほとんどを、ちゃんとや
り、また練習している」(VemywithKellyl981)
がゆえに既に「立派に心を持ち始めている」と

Ｉ
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要があるだろう。 いる」として、戦前の戦争を礼賛するこの「生
長の家」が、「まだ生まれぬ胎児の尊重を声高
に叫んでいる」状況の危機を訴える（早川紀代
1983)。
しかしながら、障害を持つ人びとに対する不

妊手術が日本社会において最も盛んに行われた
のは戦後1950年代である。また優生学と戦前
の総力戦体制との結びつき自体を相対化する研
究も1990年代後半以降既に多く挙げられてい
る（松原洋子1997,1998;市野川容孝1998)K,戦
前の総力戦体制と優生学の結び付き自体を相対
化する作業をさらに推し進めるためには、優生
学批判が大々的に呈され始めた1970年代初頭
前後の生長の家による優生保護法改正運動の展
開が、如何なる折衝の下に優生政策強化を意図
する「胎児条項」導入の動きと結びついていっ
たのかをつぶさに検討することが必須であろう。
生長の家の主張の中に幾分かの優生学的要素

が含まれていたことは確かであろう。しかし
｢胎児条項」導入に代表される優生政策強化の
方向性は生長の家から提起されたものではなく、
日本医師会や日本家族計画連盟等の医療サイド
から提示されたものであった。〈胎児〉の生命
体としての尊厳や人権尊重の主張を掲げた生長
の家が主導する「優生保護法改正運動」の主要
な運動目標は、あくまで日本社会における出生
児の人口学的「量」の改善にその焦点があった
のであり、「障害児」が産まれることをあらか
じめ予防する出生児の「質」を管理しようとす
る方向性はその実少なくとも1960年代末まで
は希薄であった。
優生保護法改正運動の急先鋒の一人として生

長の家のイデオロギーを支えた井上紫電は優生
保護法改正案の具体的な作業に着手する中で
1968年に以下の３つの案を検討中であること
を述べている。井上は「優生保護法改正試案」

６〈胎児〉の生命体としての尊厳・人権
擁護運動と優生学の接点一「胎児を
めぐる生命主義」の帰着先

生長の家主体で行われた「優生保護法改正運
動」では、l970年に改正案が国会上梓された
際に障害児の出生をあらかじめ予防するための
優生学強化を意図する「胎児条項」と抱き合わ
せで改正案が編まれたことは先に述べた。また
生長の家の宗教イデオロギーが、国家神道の信
奉と正統憲法（大日本国憲法）への回帰を調っ
た民族主義的なものであったがゆえに、生長の
家の活動は大戦中の総力戦体制期の再来として
受け取られることが多かった。1970年代初頭
以降障害者団体や女性運動を中心に展開され
る「優生学批判」の中では、生長の家の活動は
総力戦体制下の「産めよ殖やせよ体制」や戦中
に制定された「国民優生法」を想起させたこと

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

も手伝って、優生学自体を戦前の総力戦体制の
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

産物であるとする認識自体を強化する形でその
● ● ● ● ● ● ●

多くがなされた。1983年当時女性史家である
早川紀代は、生長の家を主体とする優生保護法
改正運動を批判する中で、旧厚生省の設立当初
(1938年）の重要用件が「結核予防・母子保健・
体力向上の三大柱」（早川紀代l983)であった
こと、そして「『大東亜共栄圏』確立のために、
出生率の増加、死亡率の低下、国民体力の向上、
民族優生策という人口の質量ともの発展を図る
体制」（早川紀代1983)が提唱されたことに言
及している。またその上で早川は、戦前の国
家神道の教義の絶対化と正統憲法（大日本帝国
憲法）への復帰」を唱える「生長の家」の優生
保護法改正運動が、戦前の「優生思想ならびに
戦時体制下の人口政策とまったく軌を一にして

’
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(井上紫電1968)といった意見も紹介されてい
る。また生長の家のイデオロギーには、「幼い
時に肉体にハンディキャップを負はされる子供
は高級霊」であるといった思想も存在しており、
彼等の思想は必ずしも優生学肯定一辺倒ではな
かった点にも注意を促したい。生長の家の改正
案における最重要課題は、「優生保護法をいか
に改正したら中絶を効果的に抑制できるか」と
いう点に向けられており、この時期少なくとも
1960年代後半までは、積極的に優生政策を推
し進めていこうとする機運は改正運動の中では
低調であった。
一方、法文上の中絶適用範囲の極端な縮小を

意味する「経済条項」（第14条）撤廃等を中心
になされた生長の家の「優生保護法改正案」に
対して、1960年代後半から1970年前後にか
けて日本家族計画連盟・日本母性保護医協会・
日本医師会などから批判の意見が相次いで出さ
れた。日本家族計画連盟が1970年３月に提出
した「優生保護法の一部改正についての反対理
由」なる声明の中で会長の古屋芳雄は、「(優生
保護法改正は）もとよりこれは必ずしも悪いこ
とではない」（日本家族計画連盟1970)と述べた
上で、「優生保護法の改正が「中絶手術」一点
に絞られていることは納得しがたい」（日本家族
計画連盟1970)として、生長の家の優生保護法
改正運動が人工妊娠中絶規定に特化されている
ことに対する不満を表明している。加えてこの
声明文の中には、「この法律は制定以来すでに

● ● ● ● ● ● ●

２０数年を経ており、その間、本法の根幹を成
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

す人類遺伝学も格段の進歩を遂げ、他方、これ

として以下の３案を挙げている。

第一案．優生保護法の人工妊娠中絶に関する
規定（第14条）を削除して、同法作成前の
状態に戻すこと（この場合、死文と化している
現行刑法の規定（刑法第２９条）が自動的に発動
する)。
第二案昭和二十三年制定当時の優生保護法
に復帰すること（人工妊娠中絶に関する「経済
的理由」の削除と「審査制度」の復活)。
第三案昭和二十四年の改正優生保護法に復
帰すること（人工妊娠中絶に関する「審査制度」
の復活）（井上紫電1968)｡

｜

’
｜

’
’

またその上で井上は第二案が最も有力である
としている。ここでは、優生思想と優生保護法
改正の観点から第一案に注目してみたい。第一
案をもう少し詳細に見ていこう。

Ｉ

ド

第一案優生保護法を全面的に廃止し、優生
保護法制定以前の法状態、すなわち刑法によ
る規制のみとする。（ナチスの断種法に倣って
昭和十五年に作られた「国民優生法」ももちろん
復活させない｡）（井上紫電1968)

以上の第一案は単に中絶の全面禁止を意味す
るばかりでなく、優生保護法上幾重にも規定さ
れた優生条項の全面撤廃をも含意している。ま
たその法案作成に参照した意見には、「遺伝性
疾患を荷った胎児も人間の胎児であり、他の
一般の胎児と生存権に軽重はあり得ない」（井

上紫電1968)とする優生学への批判的な意見や、
｢民族の資質向上のために彼等の出生を阻止す
る、という考え方は、ナチス的民族主義の思想
と異ならない。それは、…全体主義の思想に外
ならず、その誤りは今更指摘するまでもない」

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

が滴用を受ける社会の事情もいちじるしく変化
している」（日本家族計画連盟1970,傍点引用者）
との主張がなされており、（人類）遺伝学の発
展状況を踏まえた上での優生保護法改正の必要
性が提起されている。
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1970年に国会上梓される「優生保護法改正
案」が練り上げられた1960年代後半は、兵庫
県で開始された「不幸な子どもの生まれない運
動」が全国各地で導入されていく時期に該当し
ており、胎児段階から障害児の出生を予防する
ための社会整備が急劇に練り上げられていく時
期に該当している（土屋敦2004)。また、羊水
検査法等胎児段階における障害の所在を測定す
る技術もこの時期相次いで臨床現場に導入され
ており、出生児の質を管理するための処方菱が
矢継ぎ早に練り上げられていくという経緯があ
る。上記の古屋芳雄の発言は、そうした社会情
勢の変化を踏まえた上で「胎児条項」を優生保
護法の中に盛り込むべきことを示唆していた。
また日本医師会でも生長の家を中心とする優

生保護法改正運動に対して以下の５点の問題
点を列挙し改正運動の方向修正を促している。
日本医師会から優生保護法改正案に対してなさ
れた５点の問題点とは、

の強化をはかる必要がある。
(ホ）…優生保護相談所及び受胎調節の普及が
法律において規定されているが、その運用を
強化する必要がある

とする５項目（日本医師会1970)であり、法
改正の優生的側面に関するものは､以上の（ロ）
(ハ）（二）に関する部分である。（ロ）におい
ては生長の家の活動には希薄であった胎児側の
障害の有無を基軸とした人工妊娠中絶規定の強
化（｢胎児条項の導入｣）を、（ハ）はらい病等遺
伝性疾患以外の疾患への不妊手術規定の再検討
を、そして（二）は不妊手術の強化を前面に打
ち出す内容となっている。日本医師会の以上の
改正案のうち、その規定が実際に法改正案内に
盛り込まれたのは、（ロ）の「胎児条項」導入
と（ホ）の優生保護相談所の運用規定の明確化
に関してであった。以下は1972年６月16日
第６８回国会に提出された優生保護法改正案の
詳細である。

(イ）第l4条第１項第４号の条文に妊娠・分
娩の他に「育児」を追加し、「身体的又は経
済的理由」の代わりに経済的及び精神身体医
学的理由を反映する表現を検討する。
(ロ）…学界のみならず世論においても先天異
常発生の予防対策が重要問題として取り上げ
られているおりから、諸外国同様、人工妊娠
中絶を許す要件として胎児側の理由を追加す
べき。
(ハ）優生手術に関し、その条文や遺伝性疾患
についての「別表」は最近の精神医学や人類
遺伝学の見地からみて適当なものとはいえな
い。したがって専門的に再検討の必要がある。
(二）男性及び女性側の不妊手術（優生手術）は
永久不妊に通ずるものであり、民族の逆淘汰
を防ぐという本法の目的からいっても、…そ

人工妊娠中絶の適用事由に関する改正
(1)第14条第１項第４号の「妊娠の継続又は分娩
が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく
害するおそれのあるもの」という人工妊娠中細の適
応事由のうち「身体的又は経済的理由により」とあ
るのを削ると共に、「母体の健康」とあるのを「母体
の精神又は身体の健康」に改め、第14条第１項第５
号とする。
(2)「胎児が重度の精神又は身体の障害の原因となる
疾病又は欠陥を有しているおそれが著しいと認めら
れるもの」という事由を人工妊娠中絶の適応事由と
して加え、第14条第１項第４号とする。
l.優生保護相談所の業務に関する改正

優生保護法第２０条にある優生保護相談所の業務と
して、「適正な年齢において初回分娩が行なわれるよ
うにするための助言及び指導」等を加えること。

(滝沢正1972)

’

- l l O -

ｌ

０

０

Ｉ

ｌ



接木されるかたちで、議論の遡上に挙げられる
ことになるのである。

(1)は、生長の家の持論であった中絶適用
範囲の縮小を含意する「経済条項」削除に関
する規定、（2）は、優生政策の強化を意図す
る「胎児条項」を法文上に盛り込む規定である。
ここに、１９７０年代初頭に国会に上梓された
｢優生保護法改正案」において、〈胎児〉の生命
としての尊厳や人権尊重を主張しながら、〈胎
児〉を「生き延びさせる」ことを意図する生長
の家の中絶禁止運動と、胎児段階において生命
の選別を意図しつつ、「障害」を有する胎児を
｢排除する」優生学とがここに結合をみること
になる。
以上く胎児〉の生命体としての尊厳や人権尊
重を掲げ中絶適用範囲の縮小を意図した生長の
家の優生保護法改正案に、日本医師会や日本家
族計画連盟等から胎児段階における優生政策強
化を意図する「胎児条項」を盛り込む必要性が
提起され、改正案に「胎児条項」が盛り込まれ
た上で国会に上梓されるまでの軌跡を追いかけ
てきた。また１９７０年代初頭になされた「胎児
条項」の導入に代表される優生政策強化の方向
性自体は生長の家の運動に端を発するものでは
なく、より医療や出生現場に近い日本医師会や
日本家族計画連盟の提案で法改正案に盛り込ま
れたものであることを確認してきた。
この一連の優生保護法改正案作成のプロセス

が欧米諸外国の中絶合法化の動向に比して特異
なのは、中絶の適用範囲を縮小することを意図
するく胎児〉の尊厳・人権尊重を唱える言説と、
胎児段階で障害が測定された場合にも中絶範囲
● ● ● ● ●

を拡大する優生政策強化としての「胎児条項」
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ● ● ● ● ●

とが同一法改正案上で、また同一の法改正案と
● ● ● ● ● ●

して合体したという点にある。〈胎児〉をめくﾞ
る論争は、中絶適用範囲の縮小を意図するく胎
児〉の尊厳・人権尊重運動と、優生政策強化の
一貫として提出された「胎児条項」とが云わぱ

’
’

７ 結 論
’

以上生長の家に代表される日本社会におけ
るく胎児〉の生命体として尊厳や人権尊重を
主張する運動の拡大状況を跡付けるとともに、
1970年代初頭に国会に上梓された「優生保護
法改正案」の作成過程をつぶさに追いかけてき
た。１９７２年に上梓された「優生保護法改正案」
は、その後1980年代前半までの時期に計５回
国会に上梓されることになる。
この「優生保護法改正」向けた動きは、

1960年代全般をかけて練り上げられてきた
｢下がりすぎた出生率」や「労働力不足」への

危倶感と結びつくかたちでなされたく胎児〉の
生命擁護運動と、障害児が出生することをあら
かじめ予防する目的で整備された１９６０年代半
ば以降の「不幸な子どもの生まれない運動」等
の動きとの間の交錯点に編まれたものである。
またそこでは、将来的な人口構造上の「老化現
象」を危倶する、後に「少子高齢化問題」と呼
称される問題が盛んに言及されていた。その意
味で１９７０年に国会に上梓された「優生保護法
改正案」は、１９６０年代における出生形態の劇
的な変化の産物であり、またそうした変化への
｢量」と「質」双方からの「処方菱」として策
定されたのだということが出来る。
このく胎児〉への「量」と「質」双方からの

働きかけの増大は、Dudenがアメリカ社会・ド
イツ社会の分析から析出した、「｢保護を必要と
する具体物」として措定され、「生き延びる」
という使命を帯びて立ち現れた胎児」(Duden
l985）の日本社会における対応物であり､１９７０
年代初頭に上梓された「優生保護法改正案」は

Ｉ

｜
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このく胎児〉への「量」と「質」双方からの働
きかけの「具現形態」であったということが出

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

来る。また日本社会においては、生殖論争上の
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

論点が「母親の健康」からく胎児〉の価値付け
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

の増大へと移動する「妊娠についての社会的知
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

覚の逆転」は、1950年代末から1960年代全
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

般の時期を通じて達成され、またそこに「胎児
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

をめぐる生命主義」を招き寄せたということが
出来るだろう。この時期以降日本社会における
生殖論争は、この「胎児をめく､る生命主義」の
台座上およびその延長上で展開されることにな
る。
その後く胎児〉の生命体としての尊厳や人権

尊重を掲げた運動体主体で練り上げられた「優
生保護法改正案」は、本稿で扱った直後の時期
に該当する1970年代初頭以降障害者運動や女
性運動からの強烈な批判に晒されていくことに
なる。中絶の適用範囲を縮小することを意図す
るく胎児〉の尊厳・人権尊重を唱える言説と、
胎児段階で障害が測定された場合にも中絶範囲
を拡大する優生政策強化としての「胎児条項」
とが同一法改正案上で、また同一の法改正案と
して合体したという「胎児をめく、る生命主義」
の日本社会における特殊性は、その後1970年
代以降生殖における生命論争を可能にする台座
を形成したと同時に、障害者運動と女性運動双
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

方の運動が衝突すること自体を可能にする議論
● ● ● ● ● ● ● ●

の台座を提供したということが出来る。その意
味で日本社会における生殖論争の争点自体は、
1950年代末から1960年代全般の時期に練り
上げられた「胎児をめく、る生命主義」をめぐる
論点に、対抗言説としての障害者運動・女性運
動が1970年代初頭の時期にぶつかった地点に
生じた地平にある。
このl970年代以降に生じた日本社会におけ

る生殖や優生学をめく､る動向の内実や社会の変

化、そして本稿で析出された「胎児をめく‘る生
命主義」の系譜が、障害者運動や女性運動から
提起された「優生保護法改悪阻止運動」の中で
批判の矢面に立たされていく経緯に関しては更
に詰められる必要があるが、その作業は別稿に
譲ることにする。

注
(1)「生命主義」という言葉自体は、日本社会にお
ける大正期において、生殖・社会政策分野で「生
命」の存在が盛んに言及され出した事態を指し
て「大正生命主義」と呼ぶこともある（鈴木貞美
1996)。本稿では、生殖論争の焦点が「妊娠に直
面した母親の健康」からく胎児〉へと移動すると
いう事態に、現在の生命論争へと連なる決定的な
分岐点を読み取る。またそうした一連の「妊娠に
ついての社会的認知の逆転」(Dudenl991=1993:
11)を本稿では「胎児をめぐる生命主義」と名づ
けておく。

(2)1970年代初頭から展開される「優生保護法改
正」の動きに対しては、日本社会における障害者
運動は1970年代初頭という早い時期に主体的な
運動を展開し、「胎児条項」導入に対する強力な反
対運動を続けていたこともあり、その影響下に日
本社会におけるリブ運動の展開は「胎児条項」導
入に対して基本的に反対を表明する形で「優生保
護法改悪阻止運動」を形成していったということ
が出来る（立岩真也1997)(森岡正博2001)。ま
たこうした日本社会における「特殊事情」は、障
害者運動とリブ運動が「中絶適用範囲の縮小」や
「胎児条項」の導入を意図して上梓された「優生保

護法改正案」への「改悪反対運動」というかたち
で両者の共闘体制の基盤を築き上げた一方で、障
害者運動とリブの運動が衝突する契機をも作り出
したことをここでは付け加えておく。
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(3)当時日本家族計画連盟事務局長であった近泰夫
は、この答申に対して「労働力の不足を受胎調節
と結びつけて考えたがる人達（主として政財界）
の意向がその背後に感じられる今回の答申である
が、…「産めよ殖やせよ」時代再来の印象すら与

えている３」と発言し、政府の人口政策を激しく
牽制している。また当時日本母性保護医協会等か
らも反対意見が出され、この答申は大きな批判の
的にさらされた。

(4)サリドマイドとは、当初は抗てんかん剤として
1954年に発売が開始された薬品であり、この薬品
の持つ鎮静作用・睡眠効果等が注目され、速効性
のある睡眠薬として日本ではプロバンM(大日本
製薬)、新ニプロール(SS製薬）等の商品名で発
売された。このサリドマイド睡眠薬と「胎児奇形」
との関係性はl961年ll月西ドイツの小児科医
WidukindLenzにより指摘され、日本においても数
百件にのぼる被害が確認された。
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TheOrigmOrthecontroversyabout66fetus''inJapan

tlleControversyaboutEugenicProtectionLawin1%Os-1970s

乃況cﾉZ",Aな"s〃

Inl960s,66Fetu3'hadgraduallybecomeamaintopicincontroversyaboutreproductioninJapan・So
calledPro-LifeMovementinJapanhastheorigininl960s.Inthismovement,theyinsistedstronglythat
thefetushastherightandthepersonalityasperson.ThecontroversyaboutfetusalsoincludedtheelWgenics
movement-preventthedetectivefetusandselecthealthyone-・Thepurposeofthisarticleistodetectthe
relationshipsaboutPro-LifeMovementandeugenicsinl960s.
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